
問
総
務
課
☎
870
・
0
4
１
5

水
銀
使
用
廃
製
品
の

臨
時
回
収

　
ご
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る
水
銀
使
用
廃
製

品
の
臨
時
回
収
を
「
だ
い
と
う
ク
リ
ー
ン

ウ
ォ
ー
ク
＆
環
境
フ
ェ
ア
2
0
１
9
」（
29

ペ
ー
ジ
に
関
連
記
事
あ
り
）
の
会
場
で
実
施

し
ま
す
。
通
常
回
収
は
、
市
内
6
か
所
の
回

収
ボ
ッ
ク
ス
で
行
っ
て
い
ま
す
。
水
銀
に
よ

る
健
康
被
害
や
環
境
汚
染
の
防
止
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

時
6
月
2
日
㈰
午
前
１0
時
～
午
後
2
時
（
小

雨
決
行
）　
所
東
諸
福
公
園　
対
蛍
光
管
、

乾
電
池
、
水
銀
温
度
計
、
水
銀
体
温
計
、
水

銀
血
圧
計

問
環
境
課
☎
870
・
9
2
6
5

軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請

は
₅
月
中
に

　
身
体
障
害
者
・
精
神
障
害
者
な
ど
の
人
が

所
有
す
る
車
両
の
軽
自
動
車
税
は
、
一
定
の

要
件
を
満
た
す
場
合
、
申
請
に
よ
り
減
免
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
申
請
期
限
＝
5
月
3１
日
㈮　
対
手
帳
交
付

日
が
平
成
3１
年
4
月
１
日
以
前
で
あ
る
障
害

者
が
、
自
ら
所
有
・
使
用
し
て
い
る
か
、
障

害
者
と
生
計
を
一
に
し
て
い
る
人
が
障
害
者

の
た
め
に
使
用
す
る
軽
自
動
車
な
ど
（
障
害

区
分
な
ど
に
よ
り
減
免
の
対
象
に
な
ら
な
い

場
合
も
あ
り
ま
す
）。
１
人
の
障
害
者
に
つ

き
１
台
ま
で　
他
申
請
に
必
要
な
も
の
な
ど

改
元
に
伴
う
文
書
な
ど
の

取
り
扱
い

　
市
か
ら
発
送
す
る
文
書
な
ど
に
記
載
の
日

付
は
、
従
来
か
ら
原
則
と
し
て
元
号
を
使
用

し
て
い
ま
す
。
元
号
を
改
め
る
政
令
が
、
4

月
１
日
に
公
布
さ
れ
、
5
月
１
日
か
ら
は
新

元
号
と
な
り
ま
す
。

　
5
月
１
日
以
降
に
市
か
ら
発
送
す
る
文
書

な
ど
に
記
載
の
日
付
は
、
原
則
と
し
て
新
元

号
を
使
用
し
ま
す
。
た
だ
し
、
5
月
１
日
以

降
に
発
送
し
た
も
の
で
も
、
新
元
号
の
記
載

が
間
に
合
わ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、「
平

成
」
で
表
記
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　
「
平
成
」
で
表
記
し
た
こ
れ
ら
の
文
書
な

ど
も
、
法
律
上
の
効
果
は
変
わ
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、「
平
成
3１
年
6
月
」

の
場
合
は
「
令
和
元
年
6
月
」、「
平
成
33
年

8
月
」
の
場
合
は
「
令
和
3
年
8
月
」
と
、

新
元
号
に
読
み
替
え
て
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
昨

年
度
減
免
さ
れ
た
人
も
毎
年
申
請
が
必
要
で

す
が
、
要
件
の
変
更
が
な
い
場

合
は
郵
送
で
の
申
請
も
受
け
付

け
て
い
ま
す

問
課
税
課
☎
870
・
9
6
4
6

就
学
援
助
受
給
申
請
の

受
付

　

　
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
市
立
小
・
中
学
校

へ
の
就
学
が
妨
げ
ら
れ
な
い
よ
う
、
学
習
に

必
要
な
費
用
の
一
部
を
援
助
し
ま
す
。
前
年

度
に
受
給
さ
れ
た
人
も
、
希
望
す
る
場
合
は

新
た
に
申
請
が
必
要
で
す
。

●
受
付
期
間
・
申
請
書
配
布
＝
5
月
１6
日
～

3１
日
の
月
～
金
曜
日
、
１9
日
㈰
午
前
9
時
～

午
後
5
時
30
分
（
１7
日
、
23
日
、
28
日
は
午

後
8
時
ま
で
）　
所
学
校
管
理
課（
市
民
会
館

5
階
）

※�

期
間
内
に
申
請
が
あ
れ
ば
認
定
月
を
4
月

と
し
、
6
月
以
降
は
提
出
月
と
な
り
ま
す

（
受
付
は
6
月
以
降
も
実
施
）

対
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
①
生
活
保

護
を
受
け
て
い
る
人
（
生
活
保
護
受
給
期
間

中
は
申
請
不
要
。
た
だ
し
、
平
成
3１
年
4
月

１
日
以
降
に
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
な
い

期
間
が
あ
る
場
合
は
申
請
要
）
②
今
年
度
ま

た
は
前
年
度
に
生
活
保
護
が
停
止
ま
た
は
廃

止
さ
れ
た
人
③
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て

い
る
人
④
平
成
30
年
中
の
所
得
が
認
定
基
準

以
下
の
人
（
平
成
30
年
中
の
所
得
の
確
定
申

告
ま
た
は
平
成
3１
年
度
の
住
民
税
の
申
告
を

済
ま
せ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
）

※�

特
別
な
事
情
（
入
院
や
会
社
都
合
に
よ
る

退
職
、
世
帯
員
の
中
に
身
体
障
害
者
手
帳

な
ど
が
交
付
さ
れ
て
い
る
人
が
い
る
）
が

あ
る
場
合
は
別
途
相
談

持
印
鑑
、
預
貯
金
通
帳
、
そ
の
他
（
②
③
に

該
当
す
る
人
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

申
問
学
校
管
理
課
☎
870
・
9
6
4
2

大
東
市
景
観
計
画
の

説
明
会

　
市
は
こ
れ
ま
で
、
府
の
景
観
計
画
に
基
づ

き
景
観
形
成
を
図
っ
て
き
ま
し
た
が
、
4
月

１
日
に
、
景
観
法
に
基
づ
く
景
観
行
政
団
体

と
な
り
ま
し
た
。
今
後
は
、
市
独
自
の
景
観

計
画
と
景
観
条
例
な
ど
に
つ
い
て
施
行
・
運

用
を
開
始
す
る
予
定
で
す
。

　
こ
の
施
行
・
運
用
開
始
に
向
け
て
、
市
民

の
皆
さ
ん
に
広
く
内
容
を
周
知
す
る
た
め
、

説
明
会
を
実
施
し
ま
す
。

時
５
月
29
日
㈬
午
後
₂
時
30
分
・
3１
日
㈮
午

後
７
時（
各
回
１
時
間
程
度
）　
所
市
民
会
館　

内
景
観
形
成
の
方
向
性
を
示
す
「
景
観
づ
く

り
の
基
本
方
針
」、
景
観
計
画
、
施
行
、
運

用
に
向
け
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
ど

問
住
宅
都
市
政
策
課
☎
870
・
9
6
5
8

TOPICS
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5 だいとう　2019（令和元）年5月号

子育て関連の記事には
ダイトンが付いているよ！

記
号
の
見
方  

時
と
き  

所
と
こ
ろ  

内
内
容  

講
講
師  

出
出
演  

対
対
象  

定
定
員  

￥
費
用  

￥0
無
料  

持
持
ち
物  

券
整
理
券
配
布
・
チ
ケ
ッ
ト
販
売

他
そ
の
他  

申
申
し
込
み
先  

問
問
い
合
わ
せ
先  

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス  

保
一
時
保
育
あ
り（
原
則
有
料
、申
込
要
。詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）



面
積
要
件
引
き
下
げ
に
伴
う

生
産
緑
地
地
区
の

追
加
指
定
受
付

　
市
で
は
、
生
産
緑
地
地
区
の
面
積
要
件
を

500
㎡
以
上
か
ら
300
㎡
以
上
へ
と
引
き
下
げ
ま

し
た
。
生
産
緑
地
地
区
は
、
市
街
化
区
域
内

で
適
正
に
管
理
さ
れ
て
い
る
良
好
な
農
地
の

う
ち
、
生
産
緑
地
法
で
定
め
ら
れ
た
面
積
要

件
な
ど
を
満
た
し
た
も
の
を
指
定
し
て
い
ま

す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、
次
の
と
お
り
追
加
申
請

の
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

生
産
緑
地
地
区
の
指
定
を
受
け
る
と

・�

農
地
に
係
る
固
定
資
産
税
、
都
市
計
画
税

は
、
市
街
化
調
整
区
域
の
農
地
と
同
じ
く

農
地
評
価
お
よ
び
農
地
課
税
と
な
り
ま
す

・�

相
続
税
お
よ
び
贈
与
税
に
対
し
て
、
納
税

猶
予
の
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
・�

原
則
30
年
間
の
農
地
な
ど
と
し
て
適
正
な

管
理
・
保
全
義
務
が
生
じ
ま
す

・�

建
築
物
の
新
築
、
改
築
、
増
築
や
宅
地
の

造
成
な
ど
の
行
為
は
原
則
制
限
さ
れ
ま
す

時
５
月
７
日
㈫
～
７
月
3１
日
㈬　
●
指
定
の

流
れ
＝
①
指
定
に
係
る
受
付
締
切（
７
月
末
）

②
審
査
お
よ
び
現
地
調
査（
８
月
ご
ろ
）③
府

と
の
協
議（
９
月
ご
ろ
）④
都
市
計
画
審
議
会

で
審
議
（
都
市
計
画
の
手
続
き
）（
１１
月
ご

ろ
）
⑤
生
産
緑
地
地
区
の
指
定
お
よ
び
決
定

通
知
の
送
付（
１2
月
ご
ろ
）　
●
指
定
の
要
件

＝
１
団
の
農
地
で
面
積
が
300
㎡
以
上
の
規
模

で
あ
る
こ
と
。
合
理
的
な
土
地
利
用
に
支
障

が
な
い
農
地
、
農
業
の
継
続
が
可
能
で
あ
る

農
地
。
土
地
に
関
す
る
権
利
を
有
す
る
者
全

員
の
同
意
が
あ
る
農
地

問
住
宅
都
市
政
策
課
☎
870
・
9
6
5
8

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

お
知
ら
せ

平
成
31
年
度
保
険
料
に
つ
い
て

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
率
は
、

2
年
ご
と
に
設
定
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
3１
年
度
は
、
昨
年
と
同
じ
く
均
等
割

額
５
万
１
4
9
１
円
、
所
得
割
率
9
・
90
％

に
よ
り
保
険
料
を
算
定
し
ま
す
。

平成31年度の保険料の算定方法
（大阪府）

年間の保険料
（限度額62万円）

＝
均等割額

被保険者１人当たり5１,49１円
＋

所得割額
賦課のもととなる所得金額（＊）

×所得割率9.90%

＊�

所
得
割
額
の
算
定
に
か
か
る
賦
課
の
も
と

と
な
る
所
得
金
額
は
、
前
年
の
総
所
得
金

額
お
よ
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
ほ
か
の

所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金

額
の
合
計
額
か
ら
基
礎
控
除
額
33
万
円
を

控
除
し
た
額
で
す
（
雑
損
失
の
繰
越
控
除

額
は
控
除
し
ま
せ
ん
）

※�

保
険
料
の
軽
減
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
が
、
被
保
険
者
か
ら
申
請
を
い
た

だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
所

得
情
報
が
な
い
場
合
は
市
へ
の
簡
易
申
告

な
ど
が
必
要
で
す

・
保
険
料
の
お
知
ら
せ
と
納
め
方

　
平
成
3１
年
度
の
保
険
料
額
は
、
今
年
度
の

市
民
税
の
賦
課
決
定
に
基
づ
い
て
、
7
月
に

本
算
定
を
行
い
決
定
し
ま
す
。

⑴
普
通
徴
収
（
納
付
書
・
口
座
振
替
で
お
支

払
い
）の
人

　
仮
算
定
の
段
階
で
は
保
険
料
の
普
通
徴
収

は
行
い
ま
せ
ん
。
7
月
の
本
算
定
後
に
通
知

し
ま
す
。

⑵
特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
お
支
払
い
）の
人

　
仮
徴
収
（
平
成
30
年
中
の
所
得
が
確
定
す

る
ま
で
の
仮
納
付
：
4
・
6
・
8
月
）

①�

平
成
3１
年
2
月
に
保
険
料
を
特
別
徴
収

（
年
金
天
引
き
）で
支
払
わ
れ
た
人

　
2
月
の
納
付
分
と
同
額
を
仮
徴
収
額
と
し

て
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
。

※�

6
月
・
8
月
分
は
、
4
月
分
と
同
額
が
適

当
で
な
い
と
市
町
村
が
判
断
し
た
と
き

は
、
納
付
額
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す

②�

平
成
3１
年
4
・
6
・
8
月
か
ら
新
た
に
特

別
徴
収
の
対
象
と
な
る
人

　
平
成
30
年
度
の
保
険
料
額
を
も
と
に
仮
徴

収
額
を
決
定
し
ま
す
。
対
象
者
に
は
、
4
月

上
旬
に
保
険
料
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
を
送

付
し
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

・
本
算
定
後
の
特
別
徴
収

　
決
定
し
た
保
険
料
額
は
「
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」
で
、
７
月
中
旬

に
被
保
険
者
全
員
に
通
知
し
ま
す
。
１0
月
以

降
、
引
き
続
き
ま
た
は
新
た
に
特
別
徴
収
と

な
る
人
は
、
１0
・
１2
・
2
月
の
年
金
受
給
時

に
、
平
成
30
年
中
の
所
得
に
基
づ
い
て
計
算

さ
れ
た
年
間
保
険
料
か
ら
仮
徴
収
な
ど
に
よ

り
既
に
納
め
て
い
た
だ
い
た
金
額
を
差
し
引

い
た
額
を
、
支
払
回
数
に
振
り
分
け
て
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
。

問
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
資
格
管
理

課
☎
06
・
4
7
9
0
・
2
0
2
8
、
市
保
険

年
金
課
☎
870
・
9
6
2
9

　
お
忘
れ
の
な
い
よ
う
期
限
ま
で
に
お

納
め
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替
を
ご
利
用

の
人
は
預
金
の
残
高
確
認
を
お
願
い
し

ま
す
。
期
限
ま
で
に
納
付
が
困
難
な
人

は
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
対
象
と
な
る
税
＝
軽
自
動
車
税
、
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税（
第
１
期
）、

自
動
車
税（
府
税
）　
●
対
象
と
な
る
料

＝
介
護
保
険
料（
第
2
期
）　
●
納
期
限

＝
5
月
3１
日
㈮

問
軽
自
動
車
税
、
固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
は
納
税
課
☎
870
・
0
4
2
１　

自
動
車
税
は
自
動
車
税
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
☎
0
5
7
0
・
0
2
0
１
５
６

（
Ｐ
Ｈ
Ｓ
・
Ｉ
Ｐ
電
話
な
ど
で
つ
な
が

ら
な
い
場
合
は
☎
06
・
6
7
7
6
・
7

　

0
　

2
　

１
）、
介
護
保
険
料
は
保
険
収
納

課
☎
870
・
9
6
１
9

市
税
な
ど
納
期
限
の
お
知
ら
せ

だいとう　2019（令和元）年5月号6
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早朝街頭キャンペーン
時5月１0日㈮午前7時45分～8時１5分　所ＪＲ住道
駅前デッキ　内啓発物品の配布、大阪産業大学・
高校チアリーディングチームによる演技ほか
トラック事故防止キャンペーン
時5月１2日㈰午前１１時～午後１時　所ＪＲ住道駅
前デッキ　内トラックの乗車体験と白バイ・ミニ
パトの展示
高齢者安全運転セミナー
時5月１4日㈫午後2時～3時　所阪奈自動車教習所　
内ペダルの踏み間違いによる衝突を防止できる
セーフティ・サポートカーの体験など　定30人
申問阪奈自動車教習所・松本☎0１20・807・025
通学路交通安全指導・車の通行時間規制
時5月１5日㈬午前7時45分～8時１5分　所住道北小
学校通学路（住道北商店街道路）　
夕暮れ時自転車安全指導キャンペーン
時5月１7日㈮午後4時（30分程度）　所ポップタウ
ン住道オペラパーク　内早めのライト点灯など
を呼び掛け、反射材の取り付けを行います　対
自転車利用者

全国重点
○�子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通

事故防止
○自転車の安全利用の推進
○�全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正し

い着用の徹底
○飲酒運転の根絶

大阪重点
○二輪車の交通事故防止

スローガン
○歩行者を　守る気づかい　思いやり
○自転車と　いつも一緒　ヘルメット
○チャイルドシート��ちいさなＶＩＰの��指定席
○大丈夫？　昨日のお酒も　気を付けて
○慌てるな　無理なすり抜け　事故のもと

　運動にあわせて、次の行事を行います。

春の地域安全運動市民大会
時5月20日㈪午後１時30分　所四條畷市市民総合センター　
内①タレント・小塚舞子さんの一日署長②防犯講演会③府
警本部生活安全指導班による啓発劇

　大阪府警が中心となり「みんなで力をあわせて安全・安
心まちづくり」をメインスローガンに春の地域安全運動を
実施します。運動にあわせて、次の行事を行います。

春の地域安全運動
5月21日㈫～30日㈭ ●ひったくり防止カバー

時5月23日㈭午後4時～4時30分（雨天中止）　
所野崎まいり公園　定先着１00枚（自転車
の人を優先。１人１枚）

●ナンバープレート盗難防止ネジ
時5月27日㈪午後2時～2時30分（雨天中止）　
所山陽マルナカ大東寺川店　対国産乗用
車（軽自動車は除く）　定先着30台
問四條畷警察署生活安全課☎875・１234

春の全国交通安全運動
5月11日㈯～20日㈪

　広く府民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルー
ルの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるととも
に、府民自身による道路交通環境の改善に向けた取り組
みを推進することにより、交通事故防止の徹底を図るこ
とを目的としています。

問生活安全課☎₈₇0・₄010
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市民レポーター決まる！
　今年度の市民レポーターが決まりました。広報誌の取材
や写真撮影にご協力いただきます。市民の皆さんとともに、

「だいとう」を作り上げていきます！

小野由香里さん
　子育て中にいろいろな場所に出掛けた経験を
生かして、楽しさの伝わるレポートをめざしま
す。よろしくお願いします。

河村共之さん
　大東の人・街・自然・歴史・文化…。躍動す
る生の姿を、生き生きと元気にお伝えしていき
ます。

黒﨑徳生さん
　市民の皆さんの喜びや活躍を、写真を通して
力いっぱい伝えていきたいと思います。

澁谷成彦さん
　大東の魅力を、どんどん発掘していきたいと
思います！まだまだ若輩ですが、よろしくお願
いします！

竹重稔也さん
　今年も写真を通して広報「だいとう」を楽し
んで見ていただけるように頑張ります。

辻本虎雄さん
　体力の続く限り、隅から隅まで歩きます。

中村寿人さん
　大東市の催しなどを、行政の目線ではなく市
民の目線でレポートできればと思っています。

平瀬耕さん
　大阪産業大学を卒業後、大東市で住民や行政と
まちづくりを進める活動をしています。大東歴 5
年の新米ですが、市の魅力をたくさん伝えます！

森川安生さん
　レポートした内容がうまく伝わるよう頑張ら
せてもらいます。また、取材してほしい活動は
どうぞお気軽にお声掛けください。

守田有希さん
　大東市の魅力について、市民目線でたくさん
発信していければと思います。よろしくお願い
します。

ご存じですか？住宅に関する補助金
耐震診断・耐震改修補助
　大規模地震による建築物の倒壊などの
被害の軽減を図るため、昭和56年5月3１
日以前に建てられた建築物の耐震診断および耐震改
修等費用の一部を補助します。
○補助額（例：木造住宅の場合）
　耐震診断：4万5千円/戸　
　耐震改修など：１00万円/戸

空家のリフォーム補助
　築20年以上で耐震性を有し、１年以上
居住・使用されていない戸建・長屋住宅を
リフォームする場合、リフォーム工事費の半額、上
限20万円（長屋の場合は20万円／住戸、かつ50万円／
棟）を補助します。なお、施工
業者は市内に所在地がある業
者から選定してください。

三世代家族推進補助金
　人口流入・定住促進をめざし、三世代
の同居・隣居・近居に対して最大50万円を
補助します。
　また、市内に居住する子ども世
帯の元へ、市外に住んでいた親世
帯が転入する場合も補助対象と
し、支援を拡充しています。

補助金にはさまざまな条件があります。詳しくはお問い合わせください。
問住宅都市政策課☎870・0483

隣接地等取得補助
　流通しにくい狭小空家・空地を減らす
ため、居住している土地に2ｍ以上境界
を共有する50㎡以下の
狭小地を取得した場
合、その取得費用など
の一部に対して最大50
万円を補助します。

隣接地
50㎡以下の土地
（建物があっても可）

購入

問戦略企画室広報広聴グループ☎870・0403
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相 談 種 別 と き ところ（担当課）
市 民 相 談 市役所開庁日午前9時～午後5時30分

市役所市民相談室
（戦略企画室広報広聴グループ）
☎870・0403

行 政 相 談 第2・3・4火曜日午後１時～3時
（第3火曜日はアクロス）

登 記 相 談（ 予 約 制 ）第3火曜日午後１時～3時

法 律 相 談
（予約制）

水・木曜日
　午後１時～4時
※�年6回土 ・日曜日に
実施

金曜日
　午後5時30分～8時30分

アクロス
（戦略企画室広報広聴グループ）
☎870・0403

不動産に関する相談
（予約制）

第１・3月曜日
　午後１時～4時

市役所市民相談室
（住宅都市政策課）☎870・0483

女 性 の 悩 み
な ん で も 相 談

（予約制）

第１月・金曜日午前１0時～
　正午・午後１時～ 3時
第3水曜日午後4時～8時
第4土曜日午後１時～5時
※5・１１月は一部日程変更

あり

アクロス
☎869・6505

生 活 支 援 相 談
就 労 支 援 相 談

市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

くらしサポート大東
（福祉政策課）☎870・9664

人権なんでも相談

第2・4金曜日
　午後１時～3時

市役所人権教育啓発センター
（人権室）☎870・044１

第4土曜日
　午後１時～3時

ポップタウン
住道オペラパーク3階

（人権室）☎870・044１

人 権 相 談
生 活 相 談

月～金曜日
　午前9時～午後5時30分

（火・金曜日は午後8時30分まで）

北条人権文化センター
（（特非）ほうじょう）
☎876・2560

総 合 相 談
（ 総 合・ 人 権 ）

月～金曜日
　午前9時～午後6時
第１・3土曜日
　午前１0時～午後6時

野崎人権文化センター
（（特非）大東野崎人権協会）
☎879・88１0

就 職 困 難 者
向 け 相 談

※就職のあっせんは 
できません

月～金曜日
　午前１0時～正午・
　午後１時～6時

ワークサポート大東
（地域就労支援センター）
☎870・5370（予約制）

月～金曜日
　午前9時～午後5時30分

（火・金曜日は午後8時30分まで）

北条人権文化センター
（北条地域就労支援センター）
☎877・5050（予約不要）

月～金曜日
　午前9時～午後6時
第１・3土曜日
　午前１0時～午後6時

野崎人権文化センター
（野崎地域就労支援センター）
☎879・１8１8（予約不要）

中小企業融資相談
労 働 相 談

市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

市役所東別館2階
（産業振興課）☎870・40１3

ビジネスに関する相談
創 業 相 談

市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

大東ビジネス創造センター
（D-Biz）☎870・906１

障害者総合相談 月～金曜日
　午前9時～午後5時30分

大東市基幹相談支援センター
（大東市障害者生活支援センター内）
☎806・１332 FAX 806・１333

精神障害者相談 月～金曜日
　午前9時１5分～午後5時30分

あーす
☎874・9900 FAX 803・620１

身体障害者相談 月～金曜日
　午前9時～午後5時30分

大東市障害者生活支援センター
☎806・１33１ FAX 806・１333

知的障害者相談 月～金曜日
　午前9時～午後6時

あおぞら
☎875・3969 FAX 800・605１

障 害 児 相 談 月～金曜日
　午前１0時～午後6時

ぽぽろ大東
☎800・6685 FAX 87１・0１82

身体障害者（児）相談
第1土曜日
　午前１0時～正午

（１・5月を除く）
総合福祉センター
☎872・2222 FAX 874・１828

知的障害者（児）相談
精神障害者相談

「 心 の 相 談 」

相 談 種 別 と き ところ（担当課）

自 殺 防 止
電 話 相 談

月～金曜日
午前9時30分～午後5時

こころの健康相談統一ダイヤル
☎0570・064・556

24時間　365日 関西いのちの電話
☎06・6309・１１2１

救 急 医 療 相 談 24時間　365日 救急安心センターおおさか
♯7１１9､☎06・6582・7１１9

消 費 生 活 相 談 市役所開庁日
　午前9時～午後5時

市役所東別館１階
（消費生活センター）
☎870・0492

ひとり親家庭相談
（予約制）

市役所開庁日（金曜日を除く）
　午前9時～午後5時30分 市役所（子ども室）

☎870・9655ひとり親家庭等
就 労 相 談

市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

家 庭 児 童 相 談 市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

すこやかセンター
（子ども室内家庭児童相談室）
☎875・8１0１

子 育 て 相 談

保育所開所日（平日）
　午前１0時～午後4時

南郷保育所☎872・7327
北条保育所☎876・5237
野崎保育所☎876・5630

センター開所日（月～土曜日）
　午前9時～午後5時

四条子育て支援センター
☎876・75１0

センター開所日（月～土曜日）
　午前9時～午後5時

（電話は午後8時まで）

キッズプラザ
☎874・8800
南郷子育て支援センター
☎872・00１3

青少年活動相談
火・木・土曜日

（第2木曜日を除く）
　午後7時～9時

青少年ルーム
☎872・１337

教 育 相 談

月～土曜日午前9時～
午後5時30分（予約制）

北条青少年教育センター
☎876・0002

市役所開庁日
月・水・金曜日
　午前１0時～午後2時

キッズプラザ2階
教育相談室
☎874・8785

進路選択等教育
支 援 相 談

月～土曜日
　午前9時～午後6時
第１・3土曜日
　午前１0時～午後6時

（月・金曜日は午後8時まで）

野崎人権文化センター
（（特非）大東野崎人権協会）
☎879・88１0

月～金曜日
　午前9時～午後5時30分

（火・金曜日は午後8時30分まで）

北条人権文化センター
（（特非）ほうじょう）
☎876・2560

納 税 相 談 市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

市役所（納税課）☎870・042１
市役所（保険収納課）☎870・96１9

税 務 相 談
（ 予 約 制 ）

第１金曜日
　午後１時～4時（3月を除く）

市役所（近畿税理士会・堤之）
☎872・4658

介 護 保 険 に
関 す る 相 談

市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

市役所（高齢介護室）
☎870・9628

高齢者の介護、認知症、
健 康 な ど 生 活
全 般 の 相 談

月～土曜日
　午前9時～午後5時30分

市役所（高齢介護室）
☎870・9065
地域包括支援センター
☎800・5374

60  歳  以  上
な ん で も 相 談

「 井 戸 端 会 議 」

第4月曜日
　午後１時～3時
（祝日の場合は前後いずれ
かの月曜日）

諸福老人福祉センター
☎87１・277１

リ ハ ビ リ 相 談
市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

すこやかセンター
（地域保健課）☎874・9500栄 養 相 談（ 予 約 制 ）

健 康 相 談（ 予 約 制 ）
201905

各種無料相談 市役所（代表）　☎072・872・2181
年末年始、祝日などで変更になる場合があります。 
※携帯電話から本誌の市外局番のない番号にかけるときは、最初に「072」をつけてください
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